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                         平成 26 年 11 月 20 日  

 
株主優待制度の変更について  

 
 山喜株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 宮本惠史）は、今般実施を決定したライツ・オファリング（ノ

ンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）の実施により、発行済み株式数の増加が見込まれるこ

と、および更なる優待内容の拡充を意図し、下記のとおり株主優待制度を変更することを決定いたしましたの

でお知らせします。 
 
                              記 
 
 
１．変更内容  

 

 
 
２．変更時期  
 平成 27（2015）年 3 月末現在の株主様への付与より変更 
 
 

以上 
 
（本件に関するお問合せ先）  

 山喜株式会社   
    専務取締役  小林 淳  
    人事総務部長 中田 一裕  

        tel:06-6764-2211  fax:06-6764-2397 
 
ＮＥＷＳ   ＲＥＬＥＡＳＥ                                                                                                                


